
全建総連青年技能競技大会
　これまで、全国青年技能競技大会の予選会を兼ねて、建設長崎青
年技能競技大会を開催してまいりましたが、近年参加者の確保が難
しくなってきています。
　そこで、全国大会参加者につきましては、予選会は行わず、全国
大会参加希望者を募集し、その中から審査員の推薦により出場者を
決定しています。
　全国大会出場希望の方は、各所属支部窓口へご連絡ください。

開催日時 令和 ７年 ９月13日～15日
開催場所 山口県山口市「維新大晃アリーナ」
競技時間 ６ 時間（製図及び実技）
競技課題 「四方転び踏み台」

 勾配10分の 3
参加資格 3６歳以下の者

※�全国大会出場者への優遇措置として、 1級・ ２級技能士を受験する場合、費用受験料を組合で補助

開　催　告　示
組合員各位� 令和 ７年 5月15日

長崎県建設産業労働組合
執行委員長　佐藤　圭介

記
　組合は規約第２２条から第２5条に基づき、下記要領で大会を開催致します。
【開催日時】令和 ７ 年 ７ 月20日㈰　 ９ 時受付、 ９ 時３0分開会
　　　　　　　　　　　　　　　　１２時３０分閉会予定
【開催場所】長崎新聞文化ホール
【目　　的】 1 年間の組合運動の総括（経過と決算）、新年度の運動方

針と予算、新役員の選出等を審議する最高決議機関として
開催します。

【内　　容】 １ ．令和 ６年度活動経過報告承認の件
１．令和 ６年度会計決算報告承認の件
１．令和 ７年度運動方針（案）決定の件
１．令和 ７年度一般会計予算（案）決定の件
１．令和 ７年度役員改選に関する件
１．その他の件

　組合規約第２２条、大会運営規定第 3 条に基づき、総数1２0名（各支部
に選出数割り当て）を選出します。
立候補届受付　・受付期間　令和 ７年 ６月30日㈪　1６時迄
　　　　　　　　（土、日除く）
　　　　　　　・受付会場　県下14支部の各支部事務所

　尚、立候補者が定数内の場合は、従来通り信任投票
を行わず、立候補者全員無投票当選とします。

立候補制限　　組合費等を 4ヵ月以上滞納している組合員は除きます。

　組合規約第3８条、役員選出規定第 ７条、 ８条に基づき、本部役員に立
候補する者は所属支部の推薦を受け、原則として大会の ２週間前までに
選挙管理委員長に届け出て下さい。

建設長崎第80回定期大会

代 議 員 立 候 補 告 示

本 部 役 員 立 候 補 告 示

全国大会
出場者募集

あなたもチャレンジ
してみませんか

白
熱
‼ 

各
支
部
対
抗
ス
ポ
ー
ツ
大
会

～
二
年
ぶ
り
の
優
勝
、
大
村
支
部
Ａ
が
昨
年
の
雪
辱
果
た
す 

準
優
勝
は
佐
世
保
北
支
部
Ｂ
～

　
四
月
二
十
日
㈰
、
建
設
長
崎

各
支
部
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
が
、

大
村
Ｊ
ボ
ウ
ル
に
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
県
下
各
地
の
十
四
支
部
か
ら

三
人
一
組
で
二
ゲ
ー
ム
の
団
体

戦
に
二
十
三
チ
ー
ム
、
書
記
局

二
チ
ー
ム
を
含
め
た
計
二
十
五

チ
ー
ム
が
参
加
、
個
人
十
四
名

と
合
わ
せ
て
総
勢
八
十
九
名
が

参
加
し
、
ス
ト
ラ
イ
ク
を
狙
い

軽
快
な
音
を
響
か
せ
ま
し
た
。

　
団
体
戦
で
は
、
昨
年
ハ
イ
ス

コ
ア
賞
、
ス
ト
ラ
イ
ク
賞
で

チ
ー
ム
を
一
位
に
導
い
た
立
役

者
が
ケ
ガ
に
よ
る
欠
場
で
、
優

勝
争
い
は
混
戦
と
な
る
中
、
地

元
開
催
の
大
村
支
部
Ａ
チ
ー
ム

（
合
計
九
四
五
得
点
）
が
意
地

を
見
せ
二
年
ぶ
り
の
優
勝
。
惜

し
く
も
準
優
勝
と
な
っ
た
佐
世

保
北
支
部
Ｂ
チ
ー
ム
（
合
計
八

二
七
得
点
）
は
三
年
連
続
の
準

優
勝
で
、
安
定
し
た
実
力
を
見

せ
つ
け
ま
し
た
。
三
位
に
は
中

央
大
浦
支
部
Ｂ
（
合
計
八
〇
四

得
点
）
が
食
い
込
み
、
見
事
賞

品
獲
得
の
権
利
を
得
ま
し
た
。

　
個
人
戦
は
、
出
場
さ
れ
た
全

て
の
方
が
対
象
と
な
り
、
同
じ

く
二
ゲ
ー
ム
合
計
で
の
ス
コ
ア

を
競
い
合
い
ま
し
た
。
表
彰
の

顔
ぶ
れ
は
団
体
戦
で
チ
ー
ム
を

牽
引
し
た
面
々
。
優
勝
は
金
子

芳
雄
さ
ん
（
大
村
支
部
）、
準

優
勝
は
中
島
茂
貴
さ
ん
（
中
央

大
浦
支
部
）、
三
位
は
副
島
具

巳
さ
ん
（
大
村
支
部
）
と
な
り

ま
し
た
。（
ス
コ
ア
は
一
位
か

ら
順
に
三
四
七
点
、
三
一
九
点
、

三
一
七
点
）

　
表
彰
式
で
は
、
一
位
～
三
位

以
外
に
も
飛
び
賞
を
設
け
、
各

支
部
が
準
備
し
た
地
域
の
特
産

品
や
お
菓
子
、
お
米
な
ど
が
手

渡
さ
れ
ま
し
た
。
獲
得
を
喜
ぶ

参
加
者
と
、
同
ス
コ
ア
の
く
じ

引
き
で
惜
し
く
も
外
れ
の
方
と
、

最
後
ま
で
笑
い
あ
り
涙
あ
り
と

い
っ
た
様
子
で
し
た
。

　
老
い
も
若
き
も
一
様
に
、
目

の
前
の
ピ
ン
を
倒
す
こ
と
に
夢

中
に
な
り
、
ス
ト
ラ
イ
ク
で
喜

び
合
い
、
ガ
ー
タ
ー
で
笑
い
合

う
様
子
が
各
レ
ー
ン
で
見
ら
れ
、

今
年
も
大
賑
わ
い
の
中
、
ボ
ウ

リ
ン
グ
大
会
は
閉
会
と
な
り
ま

し
た
。

　
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

様
、
応
援
に
駆
け
付
け
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
皆
様
、
大
変
お
疲

れ
様
で
し
た
。

団体 ２位：佐世保北支部 団体 １位：大村支部

団体 ３位：中央大浦支部

個
人
戦
（
右
か
ら
）

３
位
　
副
島
さ
ん

１
位
　
金
子
さ
ん

２
位
　
中
島
さ
ん

【
そ
の
路
上
駐
車
、
迷
惑
か
け
て
い
ま
せ
ん
か
？
】

　
先
日
、
市
民
の
方
か
ら
長

崎
市
へ
、
工
事
車
両
の
路
上

駐
車
に
困
っ
て
い
る
旨
の
ご

意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
狭
小
な
公
道
が
多
い
本
県

に
お
い
て
は
、
周
辺
住
民
の

路
上
駐
車
に
対
す
る
目
は
厳

し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
や
む
を
得
な
い
場
合
も
勿

論
あ
り
ま
す
が
、
組
合
員
の

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

改
め
て
法
令
を
遵
守
し
、
適

切
に
ご
対
応
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

寄
せ
ら
れ
た
市
民
の
声

（
長
崎
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
）
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本部青年部大会
令和７年６月18日㈬
於：時津町北部コミュニティセンター
青年部層の皆様、ご参加よろしくお願いします。

建 設 長 崎 毎月１回15日発行　　２0２5年（令和７年）５月15日発行第 ７1９ 号　（1９７4年５月30日　第３種郵便物認可）�1



※２０２5年 ４ 月以降に工事に着手するものが対象です。

1 全ての新築で省エネ基準適合を義務化！
①�建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行い
ます

●�省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、
確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。
●�新たに義務化対象となる建築物については、現行省エネ基準（気候風土適応住宅
についての合理化措置を含む）が適用されます。

※ １　完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。
※ ２　仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。

②�仕様基準を用いる場合は建築確認手続きにおいて「省エ
ネ適合性判定」が不要です！

●省エネ適合性判定が不要となるため、申請費用もかかりません。
●�着工後に床面積や開口部面積の変更が生じた場合でも、断熱性能等が基準値を満
たず範囲であれば、「軽微な変更」として扱われ、完了検査が容易になります。
同様に、設備の省エネ性に係る変更が生じた場合でも、同じ扱いとなります。

2 木造戸建住宅※の建築確認手続き等を見直し！
①「建築確認」が必要な対象範囲を拡大します。
②「審査省略」の対象範囲を限定します。
③ 構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります。

４号建築物
新２号建築物

新３号建築物

確認申請書・図書

確認申請書・図書
（変更なし）

確認申請書・図書
（一部図書省略）

構造関係規定等の図書（追加）
+

+
省エネ関連の図書（追加）木造

２階建て
木造

２階建て
木造

平屋建て 等

木造平屋建て
（延べ面積200㎡以下）

木造平屋建て
（延べ面積200㎡超）

3 木造戸建住宅の壁量計算等を見直し！
壁・柱の構造基準（壁量・柱の小径）が見直されます

確認申請手続きの
個別サポートを受けられます！
～建築士サポートセンター開設のお知らせ～

サポートセンター利用の ２つのポイント
❶木造一戸建て住宅の建築確認手続き等が対象です

❷実際に図面を見ながら、確認申請図書の作成や添付
図書の準備について個別サポートを受けられます

相談無料！

〈サポート活用の流れの例〉

〈活用に当たっての留意事項〉
●本サポートは、個別の建築計画の法適合性について判断するものではなく、確認
審査の一部を行うものではありません。
　相談物件に係る建築確認申請等は申請者自身の責任において行ってください。
●相談できる内容や申込方法等の詳細は各サポートセンター事務局団体のHP等
をご確認ください。
●予算の範囲内で実施しているため、受付を終了している場合があります。

発行：国土交通省 住宅局 建築指導課＜企画班＞ Tel：0３-525３-8111

２0２5年 ４ 月から
ルール（建築基準法・建築物省エネ法）が
改正されました

一般社団法人長崎県建築士事務所協会
メール/FAX

〈木造建築物に係る審査・検査の対象〉
※非木造と統一化

建築確認 建築確認構造等の安全性審査 構造等の安全性・省エネ審査
都市計画
区域《内》

全ての
建築物

階数 3以上又は
延べ面積500㎡超

全ての
建築物

階数 ２以上又は
延べ面積２00㎡超

都市計画
区域《外》

階数 3以上又は
延べ面積500㎡超

階数 ２以上又は
延べ面積２00㎡超

現行 改正

違反には罰則が措置されています。
建築基準法第99条の規定により、以下の者への罰則は
１年以下の拘禁刑又は１00万円以下の罰金となります。

○建築確認又は完了検査を申請しなかった建築主
　（建築基準法第 ６条第 １項又は第 ７条第 １項違反）
○確認済証の交付を受けずに工事を行った工事施工者
　（建築基準法第 ６条第 ８項違反）

！

■建築士サポートセンター
主な対象者：施行日以降に着工する予定の建築物の申請者（建築士）等
相 談 内 容：�確認申請手続き等に向けた確認申請図書の作成や添付図書の準備

に係る個別相談
※�申込方法やサポートを受けられる内容はサポートセンターごとに異なります
ので、詳細は裏面記載の各サポートセンターにお問い合わせください。

建 設 長 崎毎月１回15日発行　　２0２5年（令和７年）５月15日発行 （1９７4年５月30日　第３種郵便物認可）　第 ７1９ 号 �2



中
央
大
浦
支
部

　
中
央
大
浦
支
部
の
福
田
分
会

で
は
、
三
月
三
十
日
に
福
田
天

満
宮
で
花
見
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
桜
は
満
開
だ
っ
た
も
の
の
、

三
月
末
に
し
て
は
少
し
肌
寒
く
、

時
折
強
い
風
も
吹
く
た
め
、
最

初
は
境
内
の
桜
の
下
で
準
備
し

て
い
た
宴
席
を
社
務
所
内
に
移

し
て
続
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　
福
田
分
会
で
は
年
々
分
会
員

が
減
少
し
て
お
り
、「
今
年
が

最
後
の
花
見
会
に
な
る
か

も
…
…
」
と
の
話
題
も
上
が
り

ま
し
た
が
、
人
数
は
少
な
く
て

も
組
合
員
同
士
の
結
束
は
強
く
、

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
楽
し
く

賑
や
か
な
一
日
を
過
ご
し
ま
し

た
。

日
見
分
会
・
福
田
分
会
　
花
見
会

　
一
方
、
日
見
分
会
で
は
四
月

五
日
に
芒
塚
公
民
館
で
花
見
会

を
開
催
。
今
年
は
桜
の
開
花
後

に
寒
い
日
が
続
い
た
影
響
か
、

福
田
分
会
よ
り
一
週
間
遅
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
桜
は
ほ
ぼ
満

開
で
、
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

の
花
見
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
花
見
会
に
は
、
新
た

に
組
合
へ
加
入
し
た
三
十
代
の

方
も
参
加
し
て
お
り
、
参
加
さ

れ
た
皆
さ
ん
口
を
揃
え
て
「
若

い
人
が
入
っ
て
く
れ
て
日
見
分

会
も
こ
れ
で
安
泰
や
ね
」
と
喜

ん
で
い
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
お
酒
や

料
理
を
楽
し
み
な
が
ら
、
尽
き

る
こ
と
の
な
い
話
題
で
盛
り
上

が
り
、
楽
し
い
花
見
会
と
な
り

ま
し
た
。

▲▼日見分会（芒塚公民館）

浦
上
東
支
部

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

　
四
月
十
三
日
㈰
、
長
崎
ラ
ッ

キ
ー
ボ
ウ
ル
に
お
い
て
四
十
五

名
の
参
加
で
支
部
ボ
ウ
リ
ン
グ

大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
開
会
後
、
笑
顔
で
集
合
写
真

を
撮
影
し
、
佐
藤
委
員
長
、
坂

本
県
議
、
野
口
市
議
の
三
名
に

あ
い
さ
つ
を
頂
戴
し
た
後
、
早

速
練
習
。
参
加
者
の
殆
ど
が
、

久
し
ぶ
り
の
プ
レ
ー
と
い
う
こ

と
で
感
触
を
確
か
め
な
が
ら
練

習
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
肩
慣
ら
し
を
終
え

る
と
い
よ
い
よ
本
番
へ
。
始
球

式
は
ボ
ウ
リ
ン
グ
世
代
の
坂
本

県
議
に
務
め
て
頂
き
、
ゲ
ー
ム

開
始
。
早
速
、
幸
先
良
く
ス
ト

ラ
イ
ク
を
連
発
す
る
方
や
ス
ペ

ア
狙
い
で
コ
ツ
コ
ツ
と
ス
コ
ア

を
刻
む
方
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
の
作
戦
で
上

位
入
賞
を
目
指
し
な

ら
楽
し
み
ま
し
た
。

　
ゲ
ー
ム
終
了
後
は

場
所
を
移
し
て
表
彰

式
へ
。
先
ず
は
支
部

長
よ
り
あ
い
さ
つ
を

頂
戴
し
た
後
、
成
績

上
位
五
名
と
飛
び
賞
、

ブ
ー
ビ
ー
賞
な
ど
合

計
二
〇
名
の
表
彰
を

お
こ
な
い
参
加
者
の

約
半
数
の
方
が
賞
品

を
ゲ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
今
回
優

勝
は
平
田
青
年
部
副
部
長
の
ご

家
族
で
、
惜
し
く
も
二
位
は
青

年
部
の
門
脇
さ
ん
で
し
た
。

　
最
後
に
今
回
は
本
領
を
発
揮

で
き
ず
リ
ベ
ン
ジ
し
た
い
方
や

諸
事
情
で
参
加
が
叶
わ
な
か
っ

た
方
の
次
回
参
加
を
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

コ
コ
に
こ
ん
な
人
が

宮
﨑
静
男
さ
ん
（
大
村
支
部
）

Ｔ
Ｖ
で
も
紹
介 

訪
れ
る
人
々
を 

魅
了
す
る
観
光
花
園

　
大
村
市
東
大
村
一
丁
目
に
、

観
光
花
園
「
み
や
ざ
き
園
」
が

あ
り
ま
す
。（
木
場
ス
マ
ー
ト

イ
ン
タ
ー
か
ら
車
で
約
十
三

分
）

　
こ
の
庭
園
は
、
大
村
支
部
の

宮
﨑
静
男
さ
ん
が
造
園
業
を
さ

れ
な
が
ら
、
家
族
と
と
も
に
営

ま
れ
て
い
ま
す
。

　
園
内
に
は
何
十
種
類
も
の
花

木
が
咲
き
誇
り
、
鮮
や
か
な
景

色
を
楽
し
め
る
だ
け
で
な
く
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
心
地
よ
い

香
り
が
漂
い
、
訪
れ
る
人
々
を

癒
し
て
く
れ
ま
す
。

　
四
月
中
旬
は
、
ル
ピ
ナ
ス
、

つ
つ
じ
、
藤
が
見
頃
。

　
五
月
中
旬
か
ら
は
、
ア
ジ
サ

イ
、
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
、
夏
ツ
バ
キ

が
楽
し
め
、
秋
に
は
、
紅
葉
の

美
し
い
景
色
も
広
が
り
、
四
季

折
々
の
花
々
が
訪
れ
る
人
々
の

目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

※
入
園
料
五
百
円

資格取得で
報奨金が
もらえます。

全建総連技能者育成基金制度
　全建総連は、組合員の資格取得による技術・技能の向上、
技能者育成を支援することを目的に技能者育成基金制度を
創設。２０１８年 ４ 月から資格取得による報奨金制度を実施。
　「資格取得報奨金制度」では、取得した資格に応じ ２ 千
～ １ 万円を全建総連から申請者（組合）を通じて組合員の
方々へ支給されます（対象資格は下表を参照）。

◎申請方法
　①資格取得報奨金制度申請書（※要印鑑持参）
　②資格取得を証明する書類（合格証書、修了証明書等）
　　以上を組合（各支部事務所）へ提出して申請を行って下さい。

◎申請時の注意点
　・受講時に組合員であること。
　・組合費等の滞納（ ３ ヶ月以上）がないこと。
　・申請期限は資格取得から ３ 年以内。

■対象資格
区分 １：１0,000円
一級建築士、設備設計一級建築士、構造設計一級建築士、単一等級技能士、一級技能士（※ １ ）、
一級施工管理技士（技術検定試験）、第一種電気工事士、電気主任技術者（第一種、第二種）、電
気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、登録基幹技能者（全職種）

区分 ２：5,000円
二級建築士、木造建築士、二級技能士（※ １ ）、二級施工管理技士（技術検定試験）、第二種電気
工事士、電気主任技術者（第三種）、電気通信工事担任者、職業訓練指導員免許（※ ２ ）、測量士、
建築設備士、消防設備士、建築仕上改修施工管理技術者、道路標識点検診断士、発破技士、火薬
類取扱保安責任者、消防設備点検資格者、海上起重作業管理技士、基礎施工士、 １ 級エクステリ
アプランナー、ジェットグラウト技士、第一種冷媒フロン類取扱技術者、運動施設施工技士、排
水設備工事責任技術者、配水管工技能者、金属屋根工事技士、認定ログビルダー、プレハブ建築
マイスター、日本ウレタン断熱協会品質管理責任者（2022年 ４ 月 １ 日取得分から適用）、 １ 級建
築測量技能者（2022年 ６ 月 １ 日取得分から適用）、一級圧入施工技士（2023年 ３ 月 １ 日取得分か
ら適用）、解体工事施工技士（2023年10月 ２ 日取得分から適用）、 １ 級・ ２ 級計装士（2024年 ２ 月
１ 日取得分から適用）、外壁仕上 １ 級技能者（2020年 ３ 月25日取得分から適用　※2025年 ３ 月15
日申請分まで消滅時効【資格取得時から ３ 年以内に申請】の規定を適用しない。）

区分 ３：２,000円／作業主任者
ガス溶接、コンクリート破砕器、ずい道等の覆工、ずい道等の掘削等、採石のための掘削、鋼橋
架設等、コンクリート橋架設等、特定化学物質及び四アルキル鉛等、鉛、木材加工用機械、地山
の掘削及び土止め支保工、型枠支保工の組立て等、足場の組立て等、建築物の鉄骨の組立て等、
木造建築物の組立て等、コンクリート造の工作物の解体等、酸素欠乏・硫化水素危険、有機溶剤、
石綿、金属アーク溶接等（2024年 １ 月 １ 日取得分から適用）

（※ １ ）
技能検定 建設関係32職種（造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組
壁建築、かわらぶき、とび、左官、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、タイル張り、配管、
厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上
げ施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、
ウェルポイント施工、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ）、金属加工関係で１職種（鉄工）、電気・精
密機械器具関係で １ 職種（電気製図）、木材・木製品・紙加工品関係で ４ 職種（家具製作、建具製作、畳製
作、表装）、その他で ５ 職種（ビル設備管理、情報配線施工、ガラス用フィルム施工［建築フィルム作業］、
ビルクリーニング、ハウスクリーニング）
（※ ２ ）
職業訓練指導員免許36科（建築科、とび科、建設科、建築板金科、畳科、表具科、左官・タイル科、配管科、
木工科、塗装科、塑性加工科、造園科、森林環境保全科、構造物鉄工科、電気科、電気工事科、建設機械
運転科、ブロック建築科、石材科、屋根科、築炉科、さく井科、枠組壁建築科、プレハブ建築科、スレー
ト科、防水科、インテリア科、床仕上げ科、熱絶縁科、サッシ・ガラス施工科、広告美術科、建築物衛生
管理科、建築物設備管理科、冷凍空調機器科、土木科、住宅設備機器科）

※下線部は新たに対象となった資格です。

二級建築施工管理技士対策講座
受講生募集中‼

受講申込受付
講 習 場 所

令和 7年 8月下旬～11月上旬まで（33日間予定）

講 習 内 容

受 験 資 格

建築一般Ⅰ・建築一般Ⅱ・安全管理・施工計画
品質管理・工程管理・法規Ⅰ・法規Ⅱ・実地全般

（実務経験）
高等学校(指定学科卒)3 年以上、指定学科以外卒業後 4年 6ヶ月以上
実務経験者 8年以上、大学・専門校により実務経験は異なります。
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建
設
長
崎
で
は
、
全
建
総

連
の
方
針
に
基
づ
き
、「
適

格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
見

直
し
お
よ
び
負
担
軽
減
措
置

の
延
長
を
求
め
る
要
請
署

名
」
運
動
に
取
り
組
み
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
開
始

さ
れ
、
多
く
の
組
合
員
が
消

費
税
の
免
税
事
業
者
か
ら
課

税
事
業
者
に
転
換
し
ま
し
た
。

財
務
省
は
、
二
割
特
例
・
八

割
控
除
と
い
っ
た
負
担
軽
減

措
置
に
つ
い
て
は
、
予
定
通

り
令
和
八
年
十
月
末
で
終
了

す
る
意
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
免
税
か
ら
課
税
事
業
者
に

な
っ
た
方
は
、
二
割
特
例
に

よ
り
、
納
付
す
る
消
費
税
が

売
上
に
か
か
る
消
費
税
の
二

割
に
抑
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
特
例
措
置
の
終
了
後
、

課
税
事
業
者
に
転
換
し
た
方

の
税
負
担
は
さ
ら
に
重
く
な

る
と
考
え
ら
れ
、
免
税
事
業

者
に
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
を
迫

る
動
き
が
強
ま
る
お
そ
れ
も

あ
り
ま
す
。
特
例
を
延
長
す

る
に
は
、
秋
に
議
論
が
始
ま

る
次
の
税
制
改
正
に
盛
り
込

む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の
署
名
は
全
国
で

六
十
万
筆
を
目
標
と
し
、
秋

に
財
務
省
へ
提
出
さ
れ
る
予

定
で
す
。
取
り
組
み
期
間
は

今
年
八
月
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
負
担
軽
減
措
置
の
延

長
の
た
め
、
組
合
員
の
皆
さ

ん
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

特
例
延
長
を
求
め
る

『
署
名
活
動
に
ご
協
力
を
』

建 設 長 崎 毎月１回１５日発行　　２０２５年（令和７年）５月１５日発行第 7１9 号　（１97４年５月３０日　第３種郵便物認可）�3



令和　　　　年　　　 月　　　 日

現在、aからcの薬の使用の有無1－3

NO 質 　 問 　 項 　目

医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、
治療を受けたことがありますか。4

7

医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、
治療を受けたことがありますか。5

医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、
治療（人工透析など）を受けていますか。6

1 a. 血圧を下げる薬

2 b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射

3 c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

医師から、貧血といわれたことがある。 はい いいえ

9 20歳の時の体重から10kg以上増加している。 はい いいえ

10 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 はい いいえ

11 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 はい いいえ

12 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 はい いいえ

14 人と比較して食べる速度が速い。 速い 遅いふつう

15 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 はい いいえ

17 朝食を抜くことが週に3回以上ある。 はい いいえ

20 睡眠で休養が十分とれている。 はい いいえ

22 生活習慣の改善について、これまでに特定保健指導を受けたことが
ありますか。 はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。16 毎日 ほとんど摂取しない時々

現在、たばこを習慣的に吸っていますか。
（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、条件1と条件2を両方満たす者である。
    条件1：最近1か月間吸っている。
    条件2：生涯で6か月間以上吸っている、又は合計100本以上吸っている。）

（※「やめた」とは、過去に月1回以上の習慣的な飲酒歴があった者のうち、
  最近1年以上酒類を摂取していない者）

日本酒1合（アルコール度数15度・180ml）の目安：
ビール（同5度・500ml）、焼酎（同25度・約110ml）、
ワイン（同14度・約180ml）、ウイスキー（同43度・60ml）、
缶チューハイ（同5度・約500ml、同7度・約350ml）

8

はい（条件1と条件2を両方満たす）
以前は吸っていたが、最近1か月間は
吸っていない（条件2のみ満たす）
いいえ（①②以外）

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。13

何でもかんで食べることができる
歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分
があり、かみにくいことがある
ほとんどかめない

お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度はどのくらいですか。
18

毎日 週5～6日 週3～4日
週1～2日 月に1～3日 月に1日未満

1合未満 1～2合未満
2～3合未満 3～5合未満
5合以上

やめた 飲まない（飲めない）

飲酒日の1日当たりの飲酒量 ※お酒を飲めない方は回答不要です。

19

運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。21

改善するつもりはない
改善するつもりである（概ね６か月以内）
近いうちに（概ね１か月以内）改善する
つもりであり、少しずつ始めている
既に改善に取り組んでいる（６か月未満）
既に改善に取り組んでいる（６か月以上）

修
正
記
入
欄

特 定 健 康 診 査 受 診 券

受診券整理番号
氏　　名
性　　別
有効期限

健診内容

基本項目

貧　血

心電図

眼　底

個別
集団
個別
集団
個別
集団
個別
集団
個別
集団
個別
集団
個別
集団
個別
集団
個別
集団

◯

◯

△

△

△

△

△

△

△

△

－

－

－

－

－

－

－

－

0 円
0 円
0 円
0 円
0 円
0 円

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

0 円
0 円
0 円
0 円

追加検診

長崎市城山町２９番２６号

095-862-8463

長崎県建設国保組合
０ ０ ４ ２ ３ ０ ４ ６

所 在 地

電話番号
番　　号
名　　称

契約とりまとめ機関名
支払代行機関番号　※
支払代行機関名　※

集合Ｂ（参加都道府県名は注意事項欄参照）
9 4 2 9 9 0 2 1

長崎県国民健康保険団体連合会

生活機能
チェック

血　 清
クレアチニン

生活機能
検　査

人間ドック

注） △は、基本項目、生活機能チェックの結果及び、保険者の契約内容を確認し実施します。

※　実施機関の所在する国保連合会の番号、名称に読み替えてください。

特
定
健
診

特
定
健
診
以
外
の
項
目

詳
細
項
目

生
活
機
能
評
価

保
険
者
等

実施
形態

実施
項目 負担額 負担率

窓口の自己負担 保険者負担
上限額同時実施負担額

被保険者証番号

生年月日

公印省略

R7.5.1

令和7年度　巡回健康診断申込書（バス健診）

（　）内は自己負担額

40歳未満（2,000円）支部・国保記入欄

➡➡有料オプションの検査説明は裏面➡➡

令和　　 年　　 月　　 日　 入金済 ・ 未入金

腫瘍マーカー（CEA・AFP）検査

（ピロリ菌検査なし+ペプシノーゲン）

※緊急の場合ご連絡する場合がございますので、携帯電話をお持ちの方はご記入をお願いします。

※2・3のどちらかを選択して下さい。

有料検査をご希望の方は、下記受診料を健診当日に係員に現金にてお支払い下さい。

全員
全員 3

大腸がん検査（検便2日分）

時津北部コミュニティセンター（コメリパワー時津店の近く）

大村市中央公民館（シーハットおおむら敷地内）

平戸文化センター（会議室A）
島原市有明総合文化会館
相浦地区コミュニティセンター
広田地区コミュニティセンター
高城会館

どちらか
6/15

6/29

7/13

8/  3

8/24

8/31

9/21

9/28

10/19

□
□
□
□
□
□
□
□
□

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日） 駐車スペース：諫早市役所庁舎前　広場側（無料）

事務所記入欄

※⑧ ⑨については受診予定者全員に検査キットを配布致します。
　検査不要の場合、検査キットは各自で処分をお願いします。

※ご注意：巡回診断申込書が長建国保に届くまで２～３日かかる場合がありますので
　　　　　お早めにお申込み下さい。

※ご希望の日程に
チェックを入れて下さい。

40歳未満・受診券をお持ちでない方 は、所属事務所へ事前に2,000円お支払い下さい。

どちらか

どちらか一つ
（ペプシノーゲン）（ピロリ菌検査あり+ペプシノーゲン）

・ ・

建設国保　歯科健診受診券

受 診 年 月 日

医 療 機 関 名

被 保 険 者 証
記 号 番 号

組 合 員 氏 名

受 診 者 氏 名

受診者連絡先

医 療 機 関
自 己 負 担 額

保 険 者 名
（ 発行機関 ）

有 効 期 間

令和　　年　　月　　日

長けん

全　額　無　料（０円）

令和7年6月1日～令和8年3月31日

〒852-8021

長崎市城山町 29 番 26 号

長崎県建設事業国民健康保険組合

電話　095-862-8463

●特定健診受診券 見本 １ ●質問票（黄色） 見本 ２ ○巡回健診申込書 見本 ３ ○歯科健診受診券 見本 4

◆令和 7年度　特定健診受診券の発送について
� （40歳以上の方が対象）

令和 7年 5月中旬頃に特定健診受診券をお送りしております
長建国保からのオレンジ色の封筒を必ずご確認下さい！！

同封書類
●特定健診受診券（ピンク色）
●質問票（黄色）
●特定健診・巡回健診パンフレット
●実施医療機関一覧表
●歯科健診受診券
●歯科健診実施機関一覧表
●巡回健診申込書
●返信用封筒
・ 同封のパンフレットに各健診の受診方法等を記載しております。必ず内容をご確認いただき、

手順に沿ってお手続きいただきますようお願い致します。

・ 勤務している事業所が実施している健診を受けられる方は、健診結果の写し（コピー）をご
提供いただくことで、長建国保の健診受診率が向上します。ご提供いただける方は、同封し
ております●質問票（黄色）にご回答の上、返信用封筒（切手不要）にて長建国保までご郵
送ください。

令和 7年度巡回健診
お申込みをお待ちしております！！

実施日 健診時間帯 健診会場（予定）
６月15日㈰
６月29日㈰

9：30～13：00

時津北部コミュニティセンター
（コメリパワー時津店の近く）

７月13日㈰
８月 3日㈰

大村市中央公民館
（シーハットおおむら/敷地内）

８月24日㈰ 平戸文化センター（会議室A）
８月31日㈰ 島原市有明総合文化会館
9月21日㈰ 相浦地区コミュニティセンター（佐世保）
9月2８日㈰ 広田地区コミュニティセンター（佐世保）
10月19日㈰ 高城会館（諫早）

令和 7年度巡回健診実施日程（予定）

【お申込みに関するお願い】
・ 巡回健診のお申込みは準備の都合上、実施日の ２週間前必着で組合へお申込みくだ

さい。
※40歳未満の方も2,000円のご負担で受診可能です。
→ 実施日までに各所属支部の窓口にてお支払いいただくようお願いいたします。
　金銭授受による混雑を避けるため、ご協力をお願いいたします。
　なお、やむを得ない場合は、各所属支部にご連絡をお願いいたします。

建 設 長 崎毎月１回１５日発行　　２０２５年（令和７年）５月１５日発行 （１97４年５月３０日　第３種郵便物認可）　第 7１9 号 �4


